
ＪＲ総連は、ジェイアール東海労働組合・淵上利和中央執行委員長より、再審査申立書

（２０２４年１０月９日付）が申請されました。よって、再審査請求に対する再審査が必要な

ため、１０月３０日に第４７回臨時中央委員会を開催しました。統制委員会の設置を「反対

０」「棄権０」「賛成２４」、満場一致で決定しました。 

 

 

ＪＲ総連第７回執行委員会（２０２４年１０月３０日）において審議した結果、以下の通り決

定しました。 

１．ＪＲ総連執行委員会は、規約第１２条第１０項に基づき「組織の団結と統制に重大な 

支障が生じる」と判断し、緊急措置としてジェイアール東海労働組合に対し、一部権利

停止を以下の通り行います。期間は２０２４年１０月３０日より、統制委員会の答申が出

るまでの間とします。 

（１）地方協議会・都府県協議会常任委員会ならびに諸活動への参加を認めません。 

２．加盟単組は、組織の一層の団結・強化をはかることを要請します。 

ＪＲ総連通信 
２０２４年１０月３１日 №１７８５ 

 
  

全日本鉄道労働組合総連合会（ＪＲ総連） http://www.jr-souren.com 

山積する課題を突破し 

組合員のためのＪＲ総連運動をつくりあげていこう！ 

ジェイアール東海労働組合の一部権利停止について 


